
７

東
坪
史
研
完
作

一五

競巻

ジ

　

ュ

　

セ

　
　

ン

　
　

の
∇
考
察

昭
和
十
四
年
１
　
月
硬
行

鴛戸

　
　

田

淵

茂

ﾐ一
にに

海
初
史
の
研
究
に
は
清
初
の
祀
會
状
慾
、
其
の
匈
家
と
し
て
の
内
部
的
の
組
織
構
成
如
何
の
問
題
を
看
過
し
て
は
な
ら
ぬ
と
思
ふ
。
然
し
か
ｓ

る
状
態
組
織
は
海
初
に
な
っ
て
突
然
出
来
上
っ
た
も
の
・
で
な
く
、
明
代
に
於
る
女
直
族
の
有
し
た
社
會
歌
態
の
延
長
擾
型
で
あ
る
か
ら
、
湖
つ

で
此
の
明
・
代
に
於
る
女
直
祀
會
の
原
始
的
状
態
を
十
分
に
究
め
る
必
要
が
あ
る
。
所
が
之
は
何
分
に
も
容
易
で
な
い
問
題
で
、
従
来
之
に
闘
す

る
研
究
は
除
り
な
さ
れ
Ｖ
･
　
ふ
心
な
い
や
う
で
あ
る
・
但
そ
の
間
に
於
て
満
洲
研
究
に
有
力
な
贅
料
を
提
供
す
る
所
の
李
朝
賞
録
を
主
と
し
て
旗
ｍ

學
士
は
明
代
の
書
都
里
族
の
部
落
構
成
を
究
め
ら
れ
、
叉
三
田
村
學
士
は
満
文
老
槽
を
主
と
し
て
援
用
し
て
満
珠
國
成
立
過
程
を
論
ぜ
Ｃ
れ
た

中
に
、
海
初
の
１
　
會
構
成
を
究
め
ら
れ
た
事
は
、
余
の
感
謝
に
た
へ
ぬ
所
で
あ
っ
た
。
余
も
先
年
来
海
初
の
八
旗
制
の
成
立
に
開
し
て
考
究
す

る
に
際
し
、
自
ら
右
の
問
題
に
関
し
て
考
察
す
る
所
あ
っ
た
が
、
付
十
分
な
る
成
績
を
畢
げ
る
を
得
な
か
っ
た
。
然
る
に
戸
田
學
士
が
夙
に
余

1
0
研
究
に
協
力
し
て
此
の
問
題
を
究
め
る
所
あ
り
、
や
ｉ
そ
の
成
果
を
得
た
の
で
こ
ｘ
に
共
同
研
究
の
一
端
と
し
て
、
そ
の
一
要
項
を
登
表
す

る
こ
と
に
し
宍
の
で
あ
る
。
題
し
て
「
ジ
ュ
セ
ン
の
一
考
察
」
と
い
ふ
。
主
と
し
て
ジ
ュ
セ
ン
（
女
翼
）
の
意
義
性
質
と
そ
の
韓
化
を
考
究
し
、

以
て
其
の
有
っ
所
の
性
質
が
太
瓢
勃
興
時
代
に
於
る
満
洲
の
祀
會
状
態
｛
統
治
型
態
の
便
化
を
来
す
に
至
っ
北
一
斑
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

岡
よ
り
異
論
の
鮎
有
る
や
も
知
れ
ぬ
が
、
を
れ
は
諸
賢
、
の
叱
正
を
仰
い
で
再
考
す
る
事
と
し
、
之
を
土
座
と
し
て
海
初
の
１
　
會
史
的
研
究
の
大
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成
を
同
學
士
と
共
に
将
末
に
期
す
る
こ
と
ｓ
し
、
唯
些
さ
か
な
り
と
も
清
初
史
の
究
明
に
貢
献
し
得
れ
ば
望
外
の
幸
と
し
て
、
敢
て
此
に
褐
載

し
以
て
切
に
諸
賢
同
學
の
士
の
叱
正
を
願
は
ん
と
す
る
微
意
を
察
せ
ら
れ
た
い
の
で
あ
る
。
（
鴛
淵
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

　

満
洲
語
の
ジ
ユ
セ
ン
Ｊ
ｕ
ｓ
ｈ
ｅ
ｎ
と
は
一
穀
何
を
意
味
す
る
の
か
。
清
文
彙
書
で
は
之
を
「
満
洲
之
奴
才
」
と
解
憚
し
。
清
文
鑑
で

は
「
満
洲
臣
僕
。
満
洲
の
ア
ハ
ｙ
ｌ
ｌ
奴
僕
を
ジ
ユ
セ
ン
と
言
ふ
」
と
説
明
し
て
ゐ
る
。
此
等
の
説
明
に
よ
れ
ば
ジ
ュ
セ
シ
と
ア

ハ
９
奴
僕
と
は
殆
ど
同
義
語
に
解
さ
れ
て
ゐ
る
。
然
る
に
之
を
満
文
老
梢
・
満
文
満
洲
賓
録
等
の
竃
際
の
使
用
例
か
ら
見
る
と
、
ジ

ユ
セ
ン
の
本
来
の
意
義
は
決
し
て
此
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
。

ｊ
第
一
に
、
ジ
ユ
セ
ン
は
女
異
人
、
女
異
族
を
意
味
し
、
漢
語
の
女
異
、
女
直
と
同
義
に
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
。
印
ち
「
ニ
カ
ン
ｈ
漢

人
と
ジ
ユ
セ
ン
＝
女
真
人
と
が
、
両
者
の
君
主
の
逡
境
を
越
ゆ
れ
ば
、
越
え
し
人
を
見
つ
け
た
る
者
は
殺
す
べ
し
」
（
匹
四
一
一
）
或
は

「
ジ
ュ
セ
ン
ー
女
真
人
二
Ｉ
カ
ン
よ
良
人
は
み
な
汗
の
民
な
り
き
」
［
心
］
Ｊ
腱
機
）
等
は
適
例
で
あ
っ
て
、
こ
の
ジ
ュ
セ
ン
は
明
か
に
漢

人
に
對
す
る
女
真
人
の
意
で
あ
る
。
ま
た
『
ニ
カ
ン
ー

ｙ
國
の
警
の
兵
を
啜
野
に
合
せ
ば
、
・
兵
敵
を
向
笠
た
せ
争
破
り
殺
１
　
　
…
…
』
（
賢
一
″
　
　
）
或
に
「
て
丿
國
の
英
明
汗
」
（
懲
難
）

等
の
ジ
ュ
セ
ン
國
と
は
女
真
人
の
國
、
女
異
國
の
意
で
あ
り
、
「
明
國
以
西
、
東
通
の
海
水
に
到
り
、
朝
鮮
以
北
、
蒙
古
國
以
南
の
ジ

ュ
セ
ン
語
の
グ
ル
ン
ａ
部
衆
を
討
ち
従
へ
し
こ
と
」
（
鉢
　
８
四

て
、
是
等
の
ジ
ュ
セ
ン
は
明
か
に
女
直
、
女
員
と
同
義
に
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
。

　

第
二
に
、
ジ
ュ
セ
ン
は
部
民
、
平
民
を
意
味
し
、
統
治
者
に
對
す
る
被
治
者
の
義
に
使
用
さ
れ
て
ゐ
る
。
満
洲
資
録
巻
一
の
「
我

-２



　
　

ヽ
等
ｔ
皆
よ
り
先
に
降
附
し
来
れ
る
を
念
は
ば
、
ジ
ｔ
’
セ
ン
ど
な
す
な
か
れ
」
と
あ
る
ジ
ュ
セ
ン
は
漢
文
で
編
峨
と
對
謬
せ
ら
れ
て
ゐ

　
　

る
し
、
大
組
老
桧
巷
二
の
「
奴
僕
亡
び
尨
ば
主
ぱ
如
何
に
し
て
か
過
す
ぺ
き
、
ジ
ュ
セ
ン
亡
び
な
ば
貝
勒
は
如
何
に
し
て
か
過
す
べ

　
　

き
」
と
あ
る
の
を
、
滞
洲
賢
録
泰
三
で
は
「
奴
僕
亡
ぴ
な
ば
主
は
如
何
に
し
て
か
在
る
べ
き
、
ジ
ュ
セ
ン
亡
び
な
ば
貝
勒
は
如
何
に

　
　

し
て
か
過
す
ぺ
き
」
と
改
作
し
、
漢
文
で
「
無
僕
何
以
篤
主
。
無
民
何
以
篤
君
」
と
對
譚
し
て
居
り
、
ま
た
大
組
老
梢
省
一
七
の

　
　

「
諸
貝
勒
は
ジ
’
ユ
セ
ン
を
愛
せ
、
ジ
ュ
セ
ン
は
諸
貝
勒
を
愛
せ
、
奴
僕
は
主
を
愛
せ
、
主
は
奴
僕
を
愛
せ
」
と
あ
る
む
を
、
満
洲
賞
節

　
　

省
六
で
は
「
諸
貝
勒
は
ジ
ュ
セ
ン
を
愛
せ
、
ジ
ュ
セ
ン
は
貝
勒
を
尊
べ
、
主
は
奴
僕
を
愛
せ
、
奴
僕
は
主
を
敬
へ
」
と
改
作
し
て
、

　
　

漢
文
に
「
至
於
王
宜
言

　
　

の
意
で
、
統
治
者
に
對
す
る
被
治
者
の
義
に
使
用
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
ら
う
。

　
　
　

第
三
に
、
ジ
子
セ
ン
は
軍
人
・
兵
土
を
意
味
し
、
軍
人
・
兵
士
で
な
い
一
般
の
民
、
。
百
姓
を
意
味
す
る
イ
ル
ゲ
ン
ｌ
ｒ
ｇ
ｅ
ｎ
に
對

　
　
　

し
て
國
民
軍
の
義
に
使
用
さ
れ
て
ゐ
る
。
「
こ
の
人
を
殺
せ
る
時
は
、
そ
の
主
人
は
彼
の
人
を
殺
し
た
り
と
て
正
常
の
戦
と
な
し
、
吾

　
　
　

等
の
粟
の
穴
宿
を
盗
く
掘
り
て
持
ち
行
か
ん
。
喰
ふ
べ
き
粟
無
く
ん
ば
吾
等
の
ジ
ュ
セ
″
は
皆
な
叛
き
散
る
べ
し
。
ジ
ュ
セ
ン
皆
な

　
　
　

叛
き
散
り
て
、
吾
等
の
身
の
み
と
な
り
た
る
後
、
城
を
園
み
た
ら
ん
に
は
如
何
に
し
て
禦
ぐ
べ
き
や
」
（
皿
四
‘
一
八
）
と
あ
る
の
は
、
ジ

　
　
　

ュ
セ
ン
が
部
民
な
り
し
こ
と
を
示
す
と
同
時
に
、
彼
等
が
寇
敵
防
禦
の
武
人
的
性
格
を
も
有
し
た
こ
と
を
良
く
示
し
て
ゐ
る
。
変
に

　
　
　

「
草
摺
の
札
あ
る
鎧
着
け
し
ジ
予
セ
ン
ニ
萬
人
、
騎
兵
用
の
鎧
着
け
し
ジ
１
７
セ
ン
、
城
に
退
り
ぞ
け
る
ジ
ュ
セ
ン
、
。
凡
て
八
萬
人
と

　
　
　

瞥
見
に
」
（
な
４
ダ
あ
る
ジ
ュ
セ
ン
に
至
っ
て
は
、
其
の
武
人
ヽ
的
性
格
が
如
変
に
示
さ
れ
て
ゐ
よ
う
。
而
し
て
特
に
「
ジ

　
　
　

ュ
セ
ン
ー
イ
ル
ゲ
ン
に
均
し
く
賑
し
及
ぼ
し
輿
へ
よ
」
／
･
Ｋ
Ｍ
＊
　
　
）
と
か
、
或
は
満
洲
賓
鎌
泰
二
の
「
彼
の
管
下
ジ
ュ
セ
ン
ー
イ
ル
ゲ

ー

　
　

ン
を
率
ゐ
て
降
り
来
れ
り
･
I
と
あ
る
の
を
、
漢
文
で
「
亭
本
部
軍
民
諮
」
と
對
謬
し
て
ゐ
る
例
な
ど
に
至
っ
て
は
、
彼
等
ジ
ュ
セ
ン

３
-



ｙ

が
一
般
國
民
部
衆
に
し
て
同
時
に
軍
人
丘
ハ
士
た
り
し
者
、
謂
は
ば
國
民
軍
た
り
し
こ
と
を
示
す
と
共
に
、
一
般
國
民
部
衆
に
し
て
軍

人
兵
士
で
無
か
っ
た
所
の
イ
ル
ゲ
ン
=
ａ
ｌ
民
、
百
姓
に
對
し
、
ジ
ュ
セ
ン
が
軍
人
兵
士
の
意
と
し
て
使
用
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
が
明
か

で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

’

　

第
四
に
、
ジ
ュ
セ
ン
は
部
下
、
手
下
等
の
意
味
で
、
一
個
人
の
個
人
的
所
有
に
か
Ｘ
る
隷
愚
者
の
義
に
使
用
さ
れ
て
ゐ
る
。
「
常
書

と
呼
ぶ
大
人
に
百
爾
の
罰
を
科
し
た
り
、
納
斉
布
と
呼
ぶ
大
人
に
治
め
よ
と
呉
へ
し
ジ
ュ
セ
ン
を
皆
奪
ひ
た
り
」
［
Ｅ
］
皿
ぺ
）
と
言
ふ

資
と
し
て
の
ジ
ュ
セ
ン
の
存
在
は
ぺ
額
亦
都
巴
圖
魯
の
ジ
ュ
セ
ン
」
（
匹
　
９
心
曖
゛
と
言
ふ
例
な
ど
と
共
に

如
き
、
處
罰
の
科
と
し
て
の
ジ
｛
セ
ン
の
存
在
や
、
或
は
「
賞
賜
に
呉
へ
し
ア
八
＝
奴
僕
・
ジ
ュ
セ
ン
」
辰
飢
姥
）
の
如
き
賞
賜
の

資
と
し
て
の
ジ
こ
ン
の
存
在
は
ヽ
「
額
亦
鄙
巴
圖
魯
の
ジ
こ
ン
」
政
飛
作
一
ｊ
と
言
ふ
例
な
ど
と
共
に
ヽ
ジ
二
ン
が
主
長
の
個

人
的
所
有
に
か
き

ン
が
個
人
的
所
有
に
か
き

如
何
に
も
ジ
｛
セ
ン
を
奴
隷
に
佐
い
も
の
で
あ
っ
た
如
く
思
は
せ
や
う
が
、
こ
れ
と
奴
隷
Ａ
ｈ
ａ
と
は
決
し
て
同
硯
す
べ
き
で
な
い

こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
何
と
な
れ
ば
上
記
の
如
く
ア
ハ
と
ジ
ュ
セ
ン
と
が
賞
賜
さ
れ
て
ゐ
る
賓
例
や
、
又
は
「
ア
ハ
ー
ジ
ュ

セ
ン
・
勅
書
を
吾
に
輿
へ
よ
」
（
皿
醜
八
橋
゛
と
言
ふ
や
う
に
ゝ
ア
ハ
‘
と
ジ
ユ
セ
ン
と
が
並
孵
さ
れ
て
ゐ
る
事
宜
は
、
こ
の
こ
と
を
雄

藩
に
澄
明
す
る
で
あ
ら
う
。
併
し
か
ｘ
る
ジ
ユ
セ
ン
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
今
日
の
如
く
ア
ハ
り
奴
才
、
奴
僕
と
殆
ど
同
義
語
に
韓

化
さ
る
べ
き
充
分
の
傾
向
性
が
あ
っ
た
と
考
へ
４
ば
な
ら
な
い
。

　

要
す
る
に
今
日
ア
ハ
９
奴
才
、
奴
僕
の
義
に
ま
で
堕
落
し
た
ジ
ユ
セ
ン
な
る
語
は
其
の
賓
際
的
使
用
例
か
ら
見
て
、
清
初
人
に
よ

っ
て
此
が
理
會
せ
ら
れ
た
内
容
は
、
女
異
人
（
女
異
族
）
１
部
民
（
平
民
）
Ｉ
武
人
（
國
民
軍
）
―
―
手
下
（
賞
賜
・
處
罰
の
對
象
と

な
し
得
る
個
人
的
所
有
に
か
ｘ
る
隷
属
者
）
の
如
き
賓
に
多
様
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
然
ら
ば
一
服
ジ
ユ
セ
ン
の
本
腰
は
何
で
あ
る

-

４
-



の
か
。
ジ
ュ
セ
ン
の
此
の
如
き
種
々
た
る
意
味
は
、
一
値
如
何
に
し
て
清
初
人
忙
は
、
観
念
的
に
有
機
的
に
結
び
着
け
得
ら
れ
た
の

で
あ
ら
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ニ

　

満
洲
人
が
１
　
て
カ
シ
ャ
ン
Ｇ
ａ
ｓ
ｈ
ａ
ｎ
よ

を
鶯
ん
で
ゐ
た
こ
と
、
カ
シ
ャ
ン
は
血
縁
的
開
係
を
離
れ
た
地
縁
的
集
團
で
あ
り
、
ム
ク
ン
は
地
域
的
開
係
を
基
礎
と
は
し
て
ゐ
る

が
な
ほ
血
族
集
團
で
あ
っ
て
、
満
洲
人
が
嘗
て
氏
族
制
註
會
を
管
ん
で
ゐ
た
こ
と
を
示
す
有
力
な
一
路
抹
で
あ
る
こ
と
、
及
び
ガ
シ

ャ
ン
ー
ム
ク
ン
に
は
夫
々
貧
長
が
居
て
其
の
管
下
部
民
を
・
支
配
統
率
し
て
居
り
、
・
ガ
シ
ャ
ン
ダ
Ｇ
ａ
ｓ
ｈ
ａ
ｎ
　
Ｄ
ａ
　
=
カ
シ
ャ
ン
の
長
及

び
ム
ク
ン
ダ
Ｍ
ｕ
ｋ
ｕ
ｎ
　
Ｄ
ａ
　
-
=
　
＜
ク
ン
の
長
と
呼
ば
れ
て
ゐ
た
こ
と
、
以
上
の
諸
鮎
は
今
更
説
明
を
要
し
な
い
學
界
の
常
識
で
あ
ら

う
。
所
で
此
等
の
酋
長
も
管
下
部
民
も
共
に
ジ
ュ
セ
ン
ａ
女
真
人
（
女
真
族
）
で
あ
る
こ
と
は
中
す
ま
で
も
な
い
が
、
酋
長
が
特
に
ガ

シ
ャ
ン
ダ
ー
ム
ク
ン
ダ
と
呼
ば
れ
た
に
反
し
、
管
下
部
民
は
他
に
呼
び
や
う
の
無
い
輩
な
る
ジ
ュ
セ
ン
で
あ
る
。
此
の
様
に
輩
な
る

葡
通
一
般
の
ジ
ュ
セ
ン
か
ら
酋
長
者
置
別
し
て
呼
ん
だ
所
に
、
ジ
ュ
セ
ン
ー
＝
女
真
人
（
女
具
族
）
か
ら
ジ
ュ
セ
ン
ー
部
民
（
平
民
）
へ
と

ジ
ュ
セ
ン
の
億
義
が
轄
化
し
た
起
因
が
あ
る
の
で
だ
い
か
と
思
は
れ
る
。

　

然
ら
ば
ジ
ュ
セ
ン
＝
部
民
（
平
民
）
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
先
づ
酋
長
に
對
す
る
開
係
か
ら
考
察
し
よ
う
。
こ
れ
に
就

い
て
は
李
朝
賓
録
が
ジ
ュ
セ
ン
＝
部
民
（
平
民
）
を
主
と
し
て
管
下
な
る
語
を
以
て
示
し
っ
χ
、
極
め
て
豊
富
な
資
料
を
提
供
し
て
哭

れ
る
。
先
づ
永
楽
年
間
楊
木
答
几
と
共
に
開
原
を
捨
て
ｘ
會
寧
に
移
っ
た
百
戸
高
早
化
を
評
し
て
、
彼
を
酋
長
と
見
な
し
難
い
理
山

Ｊ

　

と
し
て
「
管
下
人
不
得
役
使
。
呉
尋
常
之
人
無
異
」
（
皿
四
に
軒
匹
）
と
言
つ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
酋
長
が
管
下
ジ
ュ
セ
ン
を
役
使
し
得

-
５

-



と;

た
事
を
示
す
と
共
に
ヽ
管
下
ジ
ュ
セ
ン
に
は
・
叶
長
へ
の
奉
仕
が
義
務
で
あ
っ
た
事
を
反
諮
す
る
も
の
で
あ
ら
う
・
而
し
て
そ
の
奉
価

の
内
容
は
［
然
以
一
身
侍
衛
・
豊
若
多
摩
管
下
・
守
禦
過
方
乎
・
…
…
｀
’
血
］
管
下
親
属
・
来
居
防
戌
矣
」
（
皿
四
に
酎
心
年
）
と
言
ふ

軍
事
的
の
も
の
や
、
「
不
足
則
取
食
於
管
Ｔ
」
（
耀
詐
）
土
呈
経
臍
的
の
も
の
や
、
或
は
「
欲
遣
管
下
招
急
性
」
（
詰
斡
ご

と
言
ふ
如
き
使
者
と
し
て
の
も
の
等
、
極
々
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
ゐ
る
。
之
を
要
す
る
に
管
下
ジ
ュ
セ
ｙ
は
酋
長
に
對
し
て
平

時
・
戦
時
を
問
は
申
、
常
に
奉
仕
す
べ
き
義
務
の
あ
っ
た
こ
と
が
理
會
出
来
る
。
故
に
詮
長
に
取
っ
て
は
管
下
ダ
ユ
セ
ン
ぱ
丘
で
食

を
生
む
極
め
て
尊
い
人
的
置
源
で
あ
っ
た
と
言
０
　
得
よ
う
。
さ
れ
ば
行
長
に
し
て
管
下
ジ
ュ
セ
ン
を
失
ふ
こ
と
は
、
畢
竟
自
殺
に
も

等
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
に
違
ひ
な
い
。
「
酋
長
雖
欲
移
徒
。
管
下
之
人
皆
不
肯
従
。
棄
管
下
而
積
徒
。
則
篤
匹
夫
而
已
」
（
一
作
心
に
叶
心
）

と
お
ヽ
ま
た
は
「
猛
1
1
　
帖
木
見
ヽ
被
万
秋
吟
侵
奪
家
財
等
物
・
其
部
場
人
民
逃
散
・
不
能
自
存
」
（
響
に
紅
）
と
お
ヽ
或
に
「
ご

セ
ン
亡
び
な
ば
貝
勒
は
如
何
に
し
て
過
す
べ
き
」
（
献
皿
之
）
と
か
言
は
れ
て
ゐ
る
所
以
で
あ
る
。

　

然
ら
ば
管
下
ジ
ュ
セ
ヴ
の
奉
仕
に
對
し
て
酋
長
は
何
を
以
て
之
に
酬
い
た
の
で
あ
ら
う
か
。
童
１
　
が
管
下
を
摩
ゐ
朝
鮮
の
京
城
に

到
っ
て
宿
衛
せ
ん
こ
と
を
願
っ
た
時
、
「
同
来
貴
下
人
、
力
俎
之
。
以
篤
若
留
于
此
。
則
吾
輩
伊
誰
撫
有
乎
。
我
怒
詰
責
之
。
然
後
童

倉
曰
・
我
亦
回
去
矣
」
（
皿
七
に
ご
バ
）
と
傅
へ
ら
れ
Ｊ
ゐ
る
が
ヽ
こ
れ
に
よ
り
管
下
が
貧
長
に
要
求
し
た
所
は
撫
有
ｒ
糾
Ｑ
庇
護

で
あ
っ
た
こ
と
が
知
れ
よ
う
刈
諸
貝
勒
は
ジ
゛
セ
ご

ユ
セ
ン
は
酋
長
に
對
し
て
一
定
の
奉
仕
を
條
件
と
し
て
、
彼
等
の
庇
護
を
求
め
る
複
利
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。
従
っ

て
酋
長
に
し
て
若
し
或
る
事
情
に
よ
り
管
下
ジ
ュ
セ
ヱ
の
保
護
を
果
し
得
な
く
な
っ
た
や
う
な
場
合
に
は
、
管
下
ジ
ュ
セ
ン
の
側
に

於
い
て
も
彼
等
の
奉
仕
の
義
務
は
解
消
せ
ら
れ
た
詳
で
あ
る
か
ら
、
他
の
有
力
者
の
下
に
附
い
て
其
の
新
な
る
管
下
ジ
ュ
セ
″
と
な

る
か
、
或
は
濁
立
し
て
し
ま
ふ
か
し
て
、
彼
等
の
古
い
宗
主
被
管
の
隷
属
関
係
を
断
ち
切
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
「
高
早
化
、

６



　
　
　

於
猛
脊
帖
木
兄
生
時
。
僑
猛
寄
帖
木
兄
管
下
。
自
猛
脊
帖
木
魅
死
後
。
無
所
依
附
。
率
五
１
　
鈴
戸
、
。
白
篤
一
部
。
安
居
吾
弄
草
」

　
　
　

（
琵
に
仁
）
と
あ
’
。
の
≪
’
酋
長
の
死
に
よ
り
保
護
を
求
め
得
な
く
な
っ
ｔ
曾
下
ご
ご
が
孤
立
Ｌ
・
だ
例
？

　
　
　

化
の
部
は
そ
の
後
宣
徳
九
年
春
、
明
朝
の
許
可
を
得
た
猛
寄
帖
木
兄
の
弟
凡
察
の
た
め
に
、
無
理
に
そ
の
管
下
と
さ
れ
た
の
で
あ
る

　
　
　

が
、
凡
察
の
侵
責
を
嫌
っ
て
部
落
の
移
徒
を
さ
へ
策
す
る
に
到
っ
で
居
り
ｔ
高
９
　
化
怨
凡
察
。
投
筋
力
強
者
。
或
抗
拒
日
。
我
等
本

　
　
　

非
汝
管
下
」
Ｖ
ｎ
ｒ
r
　
　
一
醜
）
と
記
さ
れ
了

　
　
　

反
對
に
不
営
な
座
迫
を
加
ぺ
ら
れ
る
様
な
場
合
に
は
、
彼
等
の
宗
主
被
管
の
支
配
隷
筋
開
係
は
断
ち
切
り
得
た
こ
と
を
知
る
べ
き
で

　
　
　

あ
ら
う
。
以
上
の
如
き
諸
例
は
酋
長
に
管
下
ジ
ュ
セ
ン
を
保
護
す
べ
き
義
務
の
お
っ
た
こ
と
を
明
示
し
て
ゐ
る
が
、
更
に
重
要
な
こ
’

　
　
　

と
は
貧
長
と
管
下
ジ
ュ
セ
ン
と
の
間
の
宗
主
被
管
の
開
係
の
性
質
を
示
し
て
ゐ
る
勁
で
あ
る
。
卯
ち
彼
等
の
此
の
開
係
は
保
護
と
奉

　
　
　

仕
と
言
ふ
相
互
の
契
約
義
務
履
行
を
條
件
と
し
た
、
謂
は
ゞ
取
引
的
な
支
配
隷
属
開
係
で
あ
っ
た
に
過
ぎ
ず
、
契
約
義
務
不
履
行
の

　
　
　

際
に
は
容
易
侭
絶
ち
得
る
極
め
て
緩
漫
な
個
係
で
あ
っ
た
と
言
ふ
事
賓
で
あ
る
。
従
っ
て
酋
長
と
管
下
ジ
ュ
セ
ッ
と
の
差
異
は
、
た

　
　
　

だ
廣
義
の
力
の
有
無
と
言
ふ
鮎
だ
け
に
止
り
、
葱
は
お
互
に
殆
ど
同
等
な
完
全
な
る
自
山
民
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
ね
ば
た
ら
・
紅
。

　
　
　

そ
こ
で
こ
そ
太
岨
奴
爾
吟
赤
も
、
曾
て
「
吾
が
父
の
ジ
ュ
セ
ン
の
数
」
（
皿
四
ぺ
）
な
り
し
尼
堪
外
蘭
の
た
め
に
さ
へ
、
一
度
び
彼
の

　
　
　

勢
力
か
顛
倒
す
る
や
、
そ
の
傘
下
へ
服
し
来
れ
と
脅
迫
さ
れ
る
に
到
っ
・
た
こ
と
の
次
第
が
肯
け
る
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　

然
ら
ば
常
時
は
果
し
て
此
の
如
き
弱
肉
掻
食
的
な
情
勢
を
醸
し
出
す
べ
を
祀
會
舷
態
で
あ
っ
た
ら
う
か
。
次
に
満
洲
人
の
祀
會
情

　
　
　

勢
を
瞥
見
し
て
見
よ
う
。
初
め
清
朝
の
咀
先
で
あ
る
建
州
女
直
は
、
明
初
以
来
、
海
西
女
直
・
野
人
女
直
等
と
不
断
の
闘
孚
を
交
へ

　
　
　

其
の
堅
迫
を
被
っ
て
ゐ
た
の
み
な
ら
す
、
蒙
古
族
ひ
聚
迫
や
明
・
朝
鮮
の
干
渉
墜
迫
等
を
も
被
っ
て
、
屡
々
遷
徒
分
散
を
繰
返
へ
さ

７

　

ざ
る
を
得
た
か
っ
た
程
の
、
不
安
定
な
飲
會
情
勢
の
中
に
庇
っ
た
こ
と
は
人
の
熟
知
す
る
所
で
あ
る
ｏ
而
１
そ
れ
は
濁
り
建
州
女
直

-７-



ぶ

に
限
ら
れ
た
謬
で
な
く
、
女
直
の
仝
赴
會
に
亙
つ
て
「
そ
の
常
時
、
處
々
の
國
は
飢
れ
て
、
満
珠
國
の
蘇
克
素
護
河
路
の
部
・
渾
河

路
の
部
・
完
顔
路
の
部
・
棟
都
路
の
部
・
哲
陳
の
地
の
部
・
長
白
山
路
の
部
・
東
沁
路
の
裔
集
・
瓦
爾
喀
・
庫
爾
喀
の
部
・
呼
倫
國

の
烏
拉
路
の
部
・
吟
逢
路
の
部
・
薬
赫
路
の
部
な
ど
、
處
々
に
賊
は
蜜
蜂
の
如
く
紛
々
と
起
り
、
各
々
自
ら
を
推
し
て
汗
・
貝
勒
・

大
人
と
言
ひ
、
カ
シ
ャ
ン
毎
に
主
領
、
ム
ク
ン
毎
に
頭
領
と
な
り
、
互
に
攻
め
合
ひ
、
兄
弟
同
士
殺
し
合
０
　
、
同
族
多
く
し
て
力
強

き
も
の
、
羽
く
愚
な
る
を
伐
ち
奪
ひ
去
り
、
甚
だ
し
く
眼
れ
て
ゐ
た
」
（
皿
四
づ
）
の
で
あ
り
、
正
に
弱
肉
強
食
的
な
殷
會
情
勢
で
あ

る
。
此
の
如
き
喰
ふ
か
喰
は
れ
る
か
の
飢
世
に
於
い
て
は
、
「
羽
く
愚
な
る
」
も
の
に
と
っ
て
其
の
安
全
を
求
め
る
道
は
、
歳
力
者
乃

至
は
「
同
族
多
く
し
て
力
強
き
も
の
」
に
服
属
し
、
其
の
ジ
ュ
セ
ン
ｎ
部
民
（
平
民
）
と
た
っ
て
庇
護
せ
ら
れ
る
の
が
最
善
の
法
で
あ

っ
た
ら
う
。
反
對
に
徐
力
者
乃
至
は
「
同
胞
多
く
し
て
力
強
き
も
の
」
が
、
自
己
の
安
全
を
維
持
し
一
勝
の
腿
展
を
遂
げ
る
狐
に
は

他
の
「
屑
く
愚
な
る
」
も
の
の
み
た
ら
す
敵
對
す
る
他
部
を
討
滅
攻
略
し
て
人
民
を
奪
ひ
、
丘
で
食
を
生
む
尊
い
人
的
置
源
堵
柿
の

た
め
に
、
之
を
ジ
ュ
セ
ン
＝
部
民
（
平
民
）
と
か
し
て
新
に
管
下
に
加
へ
る
必
要
が
あ
っ
た
で
あ
ら
う
。
現
に
蘇
克
素
護
部
の
四
大
人

が
来
投
し
「
吾
等
を
皆
よ
り
先
に
従
ひ
来
れ
る
を
思
は
ば
ジ
｛
セ
ン
と
な
す
勿
れ
｝
（
皿
四
ぺ
）
と
言
つ
て
ゐ
る
の
は
、
太
組
が
投
降

し
来
っ
た
異
部
族
の
も
の
を
ジ
ュ
セ
ン
と
な
し
て
ゐ
た
こ
と
を
反
誼
す
る
も
の
で
あ
ら
う
し
、
「
烏
拉
の
兵
、
戦
ひ
て
逃
げ
出
で
、
後

に
子
供
等
や
妻
を
寛
め
来
れ
る
者
に
、
そ
の
子
供
等
・
妻
・
奴
僕
を
凡
て
典
へ
て
萬
の
ボ
イ
ゴ
ン
Ｂ
ｏ
ｉ
ｇ
ｏ
ｎ
を
作
り
…
…
」
（
四
三
）

と
か
、
「
（
葉
赫
の
）
烏
蘇
の
城
の
降
り
た
る
三
百
ボ
イ
ゴ
ン
吃
引
き
件
れ
蓋
ハ
回
れ
り
」
（
四
皿
）
と
か
、
又
は
「
東
海
の
南
の
鴛
集
部

の
雅
蘭
・
西
林
二
路
を
衝
き
、
降
附
せ
る
二
百
ボ
イ
ゴ
ン
、
一
千
の
獲
物
を
取
り
来
り
ぬ
」
（
四
吐
）
と
あ
る
の
は
大
組
が
他
部
を
討

伐
攻
略
し
て
そ
の
人
民
を
奪
ひ
、
此
等
異
部
異
族
の
も
の
を
ジ
ュ
セ
ン
＝
部
民
（
平
民
）
と
し
て
新
に
管
下
へ
加
へ
て
居
っ
た
誼
抹
で

あ
る
。
何
と
な
れ
ば
ボ
げ
ゴ
ン
Ｂ
ｏ
ｉ
ｇ
ｏ
ｎ
と
。
は
「
戸
」
の
意
で
、
「
ジ
ュ
セ
ン
゛
イ
ル
ゲ
ン
凡
テ
六
百
ボ
イ
ゴ
ン
」
（
四
廿
）
・
「
ジ
ュ

８
-



９

セ
ン
・
イ
。
ル
ゲ
ご
二
千
蝕
ボ
イ
"
ｎ
　
Ｎ
」
（
四
廿
）
と
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
卵
く
’
－
ジ
ュ
七
で
イ
ル
ゲ
ン
｀
が
ボ
イ
ゴ
ｙ
の
構
成
内
容
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

有
力
た
る
酋
長
は
か
く
し
て
ジ
ュ
セ
ン
１
部
民
（
平
民
）
を
愈
々
痩
加
し
て
行
っ
。
た
。
故
に
ジ
ュ
セ
ン
の
内
に
は
互
に
血
縁
開
係
の

無
い
種
々
の
氏
族
の
も
の
が
混
入
せ
ら
れ
た
譚
で
あ
る
。
加
之
、
多
ぐ
の
ジ
ュ
セ
ン
を
管
下
に
持
っ
て
強
力
富
裕
な
大
酋
。
長
の
子
弟

ら
は
、
そ
の
成
長
の
時
若
干
の
ジ
ュ
セ
ン
を
分
輿
せ
ら
れ
て
父
兄
の
家
か
ら
分
居
し
て
行
っ
た
り
、
或
は
大
貧
長
の
死
後
そ
の
子
弟

ら
は
互
に
ジ
ュ
セ
ソ
を
分
配
分
取
し
て
分
居
を
行
っ
た
。
こ
の
新
に
分
居
を
行
っ
た
子
弟
及
び
そ
の
叉
子
孫
ら
は
、
同
一
血
軋
の
出

自
と
言
ふ
自
発
か
ら
同
盟
的
な
関
係
を
維
持
す
る
場
合
も
あ
っ
た
が
･
ｗ
た
不
安
な
赦
會
生
活
の
聚
迫
か
ら
自
然
と
他
氏
族
の
大
酋

長
の
傘
下
に
到
る
も
の
も
あ
っ
て
、
全
く
互
に
分
散
し
て
し
ま
う
場
合
も
あ
っ
た
。
大
組
の
祀
党
昌
安
が
そ
の
一
人
な
る
か
の
ニ
ッ

　
　

一

グ
タ
貝
勒
六
人
兄
弟
は
、
党
昌
安
一
人
を
祖
居
の
地
赫
圖
阿
拉
に
置
い
て
、
互
に
分
居
し
夫
々
ガ
シ
ャ
ン
ダ
ー
い
カ
シ
ャ
ン
の
長
と
な

　
　

９

つ
て
カ
シ
ャ
ン
を
支
配
統
轄
し
て
ゐ
た
。
而
し
て
彼
等
は
初
め
同
盟
的
な
開
係
を
持
続
し
て
ゐ
た
が
、
勢
力
失
墜
す
る
や
北
ハ
の
子
孫

　
　

一

睡
に
至
っ
て
は
、
或
は
互
に
敵
親
し
、
或
は
他
氏
族
の
有
力
な
酋
長
の
傘
下
へ
と
陥
服
し
て
、
全
く
分
散
し
た
次
第
は
清
。
大
祗
鸞
録

で
周
知
の
所
で
あ
ら
う
。
李
湊
住
・
猛
１
　
帖
木
兄
・
凡
察
・
董
山
等
の
建
州
女
声
の
大
酋
長
及
び
そ
の
子
孫
の
状
に
就
い
て
、
李
朝

資
録
を
続
け
ば
更
に
一
勝
よ
く
此
の
間
の
事
情
が
理
會
さ
れ
得
る
。

　

此
の
如
き
大
酋
長
に
よ
る
異
氏
族
ジ
｛
セ
ン
ー
部
民
（
平
民
）
の
統
合
と
、
そ
の
子
弟
の
カ
シ
ャ
ン
分
管
に
よ
る
同
じ
ジ
ュ
セ
ッ
ー

部
民
（
平
民
）
の
分
散
と
、
更
に
こ
の
同
じ
過
程
が
複
雑
に
繰
返
へ
さ
れ
て
、
既
に
少
く
と
も
明
初
以
来
太
岨
の
マ
ン
シ
ュ

　

グ
ル
ッ

＝
浦
珠
國
結
成
の
時
に
至
る
ま
で
二
百
年
以
上
が
経
過
し
た
の
で
あ
る
。
か
ｘ
る
過
程
を
通
七
て
ジ
ュ
セ
ン
エ

生
活
の
上
に
、
彼
等
の
血
縁
的
開
係
が
如
何
に
甚
だ
し
く
混
乱
さ
せ
ら
れ
て
行
っ
た
か
は
充
分
に
想
像
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
故
に
こ



７∂

の
血
縁
開
係
の
破
壊
攬
殴
作
用
、
新
な
ジ
ュ
セ
ン
り
部
民
（
平
民
）
の
疲
生
と
獲
得
運
動
と
は
、
氏
族
制
註
會
の
根
底
な
る
同
じ
氏
の

血
族
集
圃
と
言
ふ
基
礎
條
件
を
崩
壊
せ
し
め
て
、
ジ
ュ
セ
ン
＝
女
真
人
の
祀
會
を
新
な
地
縁
的
註
會
へ
と
移
行
促
進
せ
し
め
た
有
力

な
一
原
因
だ
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
資
に
管
下
ジ
ュ
セ
ン
の
存
在
は
、
既
に
早
く
も
１
　
五
世
紀
の
前
牛
、
本
隊
よ
り
離
れ
て
會
寧
附

近
に
残
留
し
た
吾
那
里
族
を
し
て
す
ら
ヽ
血
縁
関
係
を
離
れ
た
地
縁
的
社
費
を
構
成
せ
し
め
て
ゐ
る
で
は
な
い
か
（
皿
四
皿
い
皿
心
哩

劈
一

　　
Ｊ
匹
究
、
）
。
思
へ
び
ジ
｛
セ
ン
‥
部
民
牟
民
｝
は
氏
族
制
吐
費
の
崩
壊
を
助
け
て
ゝ
女
鍔
の
社
費
を
地
縁
的
祀
費
へ
と
促
進
移

行
せ
し
め
た
重
要
な
素
因
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三

　

征
力
な
大
酋
長
は
多
く
の
異
氏
族
ジ
　
1
セ
ン
＝
部
民
（
平
民
）
を
統
合
し
て
其
の
富
強
を
誇
っ
た
。
而
し
て
前
記
の
如
く
此
の
大
酋

長
の
家
族
子
弟
は
此
等
の
ジ
ュ
セ
ン
を
分
轄
し
て
夫
々
の
カ
シ
ャ
ン
を
管
み
、
各
々
ガ
シ
ャ
ン
ダ
＝
ガ
ツ
ヤ
シ
の
長
、
酋
長
と
な
っ

て
彼
等
の
ジ
ュ
セ
ン
９
部
民
（
平
民
）
を
統
率
し
て
行
っ
た
。
併
し
彼
等
は
互
に
遠
地
に
分
散
せ
す
し
て
、
同
一
血
族
と
言
ふ
白
畳
の

も
と
に
同
盟
的
な
開
係
を
維
持
し
、
共
同
し
て
不
安
な
赴
會
生
活
に
處
す
べ
き
道
を
求
め
た
。
ア
イ
マ
ン
Ａ
ｉ
ｍ
ａ
ｎ
　
=
部
が
こ
れ
で

あ
る
・
従
っ
て
ア
イ
マ
ン
は
本
来
統
率
者
、
酋
長
が
互
に
血
族
で
あ
る
カ
シ
ャ
ン
が
結
合
し
た
も
の
だ
と
言
っ
て
も
良
い
。
併
し
後

に
は
来
諭
し
た
り
征
服
さ
れ
た
り
し
た
異
氏
族
の
カ
シ
ャ
ン
或
は
ム
ク
ン
も
此
の
‘
戸
イ
マ
ヱ
の
中
へ
統
合
さ
れ
て
行
っ
た
。
而
し
て

弱
肉
強
食
の
不
安
な
赴
會
に
在
っ
て
、
彼
等
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
他
部
へ
の
攻
撃
や
或
は
他
の
攻
撃
を
防
ぐ
必
要
上
、

自
ら
勇
武
な
指
導
者
を
必
要
と
し
、
そ
の
者
が
や
が
て
他
の
ガ
シ
ャ
ン
ダ
犬
胃
長
の
統
率
樅
を
剥
奪
し
て
、
其
の
ア
イ
マ
ン
ｕ
部
の

支
配
力
を
獲
得
す
る
。
此
の
こ
と
芒
一
ン
ダ
タ
・
フ
イ
ｙ
″
＝
寧
古
塔
部
を
例
に
取
っ
て
凭
れ
ぱ
最
も
よ
く
理
會
さ
れ
よ
う
。
寧
古

-10



／７

塔
部
は
都
督
禧
満
の
六
子
が
互
に
酋
長
と
な
っ
た
カ
シ
ャ
ン
が
同
盟
的
に
結
ば
れ
た
も
の
で
、
中
に
も
赫
圖
阿
拉
に
住
し
た
党
昌
安
。
。

曽
敦
の
父
子
は
其
の
聴
明
武
勇
ｅ
故
を
以
て
本
部
に
君
臨
し
て
ゐ
た
と
思
は
れ
る
。
即
ち
「
寧
古
塔
の
甕
昌
安
・
な
る
第
叫
組
は
才
智

あ
り
、
子
曽
敦
は
ま
た
武
勇
強
力
に
し
て
、
寧
古
塔
の
諸
貝
勒
を
孝
ゐ
て
征
伐
し
、
碩
色
納
の
子
等
ウ
ユ
″
タ
を
敗
り
、
加
呼
の
子

等
ナ
ダ
ン
タ
を
屠
り
て
、
五
嶺
以
東
、
蘇
克
素
滸
河
源
以
西
、
二
百
里
内
の
ア
イ
ｙ
ン
を
従
へ
て
、
ぞ
れ
よ
り
寧
古
塔
の
諸
貝
勒
は

強
盛
と
な
り
だ
り
」
（
－
一
匹
Ｊ
）
と
あ
る
如
く
ヽ
か
く
し
て
彼
等
は
終
に
十
二
の
カ
シ
ャ
ン
に
分
枝
七
て
槃
え
て
ゐ
た
。

　

か
く
の
如
く
ア
イ
マ
ン
が
多
く
の
カ
シ
ャ
ン
を
統
合
し
て
行
け
ば
、
其
の
ジ
ュ
セ
ン
＝
部
民
（
平
民
）
の
数
も
盆
々
堵
し
て
行
く
の

が
自
然
の
理
で
あ
る
。
然
ら
ば
其
の
多
く
の
ジ
ュ
セ
ン
の
中
に
は
個
人
的
素
質
か
ら
見
て
も
、
咎
長
に
對
し
て
軍
事
町
な
奉
仕
の
不

適
営
な
者
も
ゐ
た
で
あ
ら
う
し
、
垂
だ
酋
長
の
側
よ
り
す
れ
ば
特
に
強
壮
の
者
の
み
を
選
ん
で
之
に
軍
事
的
な
奉
仕
を
求
め
、
他
は

之
を
経
済
的
そ
の
他
の
非
軍
事
的
な
奉
仕
に
従
は
せ
る
を
一
珊
の
利
便
と
し
た
に
違
ひ
な
い
。
凡
て
此
ら
の
事
情
か
ら
ジ
ュ
セ
ン
＝

部
民
（
平
民
）
の
貧
長
に
對
す
る
奉
仕
は
、
軍
事
的
な
も
０
　
と
非
軍
事
的
な
も
の
と
二
つ
に
専
職
化
さ
れ
た
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
軍

事
的
奉
仕
は
常
時
の
飲
會
情
勢
か
ら
酋
長
に
取
っ
て
最
も
必
要
な
も
の
で
あ
り
、
こ
の
奉
仕
に
従
ふ
ジ
ュ
セ
ン
は
ジ
ュ
セ
ヱ
の
中
で

最
も
強
壮
な
者
、
ジ
ュ
セ
ン
の
華
で
あ
っ
た
の
み
な
ら
す
、
木
末
ジ
ュ
セ
ン
＝
女
真
人
は
弓
矢
を
以
て
狩
裁
を
す
る
武
人
的
性
格
の

生
活
を
逞
っ
て
ゐ
た
者
で
あ
る
。
そ
こ
で
軍
事
的
奉
仕
に
従
ふ
ジ
ュ
々
ン
＝
部
民
（
平
民
）
ば
極
め
て
ジ
ュ
セ
ｗ
＝
女
員
人
的
で
あ
っ

た
か
ら
、
依
然
之
を
ジ
ュ
セ
ン
と
呼
び
績
け
、
こ
れ
と
匠
別
す
る
必
要
上
、
非
ジ
ュ
セ
ン
＝
女
員
人
的
な
性
格
の
非
軍
事
的
奉
仕
に

従
ふ
ジ
ュ
セ
ン
ｈ
部
民
（
平
民
）
を
、
特
に
イ
ル
ゲ
ｙ
ｌ
庶
民
、
百
姓
と
呼
び
な
し
た
の
で
な
い
か
と
考
へ
ら
れ
る
。
こ
の
ジ
ュ
セ
ン
ー

イ
ル
が
ン
の
分
化
か
ら
、
ジ
ュ
セ
ン
は
経
に
武
人
兵
士
を
意
味
し
、
國
民
軍
を
指
す
語
に
韓
化
し
た
の
で
あ
ら
う
。
而
し
て
ジ
ュ
セ

ン
が
此
の
意
に
韓
化
せ
る
時
期
は
、
部
民
（
奴
僕
に
非
才
）
に
蒙
古
人
・
朝
鮮
人
・
漢
人
等
の
多
く
の
非
女
員
人
を
加
へ
た
満
珠
國
の

ｌ



７２

結
成
さ
れ
る
時
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
竃
に
未
だ
女
真
人
が
ア
イ
マ
ン
の
生
活
を
途
っ
て
ゐ
た
時
代
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
「
棟
郡

部
Ｉ
ア
イ
マ
ン
の
長
克
轍
巴
顔
の
孫
、
何
和
里
と
呼
ぶ
大
人
、
そ
の
管
下
ジ
ュ
セ
ン
ー
イ
ル
ゲ
ン
を
率
ゐ
て
従
ひ
来
た
り
し
か
ば
」

（
翁
一
Ｊ
）
と
あ
’
。
に
よ
っ
ｗ
伺
5
5
知
れ
よ
う
。

　

先
の
察
古
塔
貝
勒
等
の
ウ
ユ
ン
タ
ー
ナ
ダ
ン
タ
ニ
族
征
伐
の
満
洲
皆
録
の
引
川
文
か
ら
で
も
察
せ
ら
れ
る
如
く
、
聡
明
勇
武
な
酋

長
は
他
の
酋
長
の
統
率
醒
を
も
獲
得
し
て
、
仝
ア
イ
マ
ン
最
高
の
統
傘
者
、
軍
事
的
指
導
者
と
な
っ
て
ゐ
る
。
曼
昌
安
父
子
は
他
の

カ
シ
ャ
ン
の
酋
長
な
る
諸
貝
勒
を
率
ゐ
て
討
伐
に
出
た
の
で
あ
る
。
併
し
こ
の
諸
貝
勒
も
ま
た
彼
等
が
各
々
支
配
せ
る
カ
シ
ャ
ン
の

ジ
ュ
セ
ン
ａ
武
人
（
國
民
軍
）
を
率
ゐ
て
従
軍
し
た
こ
と
は
間
違
ひ
あ
る
ま
い
。
従
っ
て
此
の
ア
イ
マ
ン
に
於
け
る
隷
属
開
係
は
、
各

カ
シ
ャ
ン
の
ジ
ュ
セ
ン
は
諸
貝
勒
な
る
各
々
の
酋
長
に
隷
属
し
、
諸
貝
勒
な
る
各
カ
シ
ャ
ン
の
酋
長
は
ま
た
畳
昌
安
父
子
に
と
隷
愚

し
、
階
段
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
更
に
童
倉
の
支
配
す
る
ア
イ
マ
ン
に
於
い
て
も
「
三
波
・
瓦
具
・
篠
赤
三
人
。
雖

皆
竜
倉
竃
下
―
亦
各
率
咆
下
」
（
偉
作
ぺ
四
八
皿
七
）
の
如
く
階
段
的
な
隷
愚
開
係
が
明
暗
に
示
さ
れ
て
ゐ
る
・
此
の
如
き
隷
属
開
唯
が

強
化
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
祀
會
は
容
易
に
封
建
社
會
へ
と
移
行
せ
し
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
・
る
が
、
事
賓
そ
れ
は
ア
イ
ｙ
ン
‘
が
グ
ル
ン

ｈ
國
に
統
合
さ
れ
る
に
至
っ
て
、
完
全
な
封
建
的
隷
烏
開
係
へ
と
化
し
去
り
、
女
真
の
飯
會
を
容
易
に
封
建
的
吐
會
に
移
行
せ
し
む

べ
き
素
因
と
な
っ
て
ゐ
る
・
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四

　
　

幾
つ
か
の
ガ
シ
ヤ
ン
ー
ム
ク
ン
の
結
合
醒
た
る
ア
イ
マ
ン
が
、
更
に
幾
つ
か
統
合
さ
れ
て
グ
ル
ン
（
ｊ
ｕ
ｒ
ｕ
ｎ
　
=
國
を
構
成
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―

故
に
グ
ル
ン
は
幾
多
の
カ
シ
ャ
ン
・
ム
ク
ン
の
統
合
醒
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
然
ら
ば
ガ
シ
ヤ
ン
ー
ム
ク
ン
の
晋
長
達
と
其
の
管

-
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下
な
る
ジ
ュ
セ
ン
ー
部
民
（
平
民
）
達
は
、
グ
ル
ン
に
。
於
い
て
如
何
な
る
祀
會
的
地
位
を
占
め
た
で
あ
ら
う
か
。
ヽ
ら
れ
に
就
い
て
は
浦

　
　
　

珠
奴
爾
吟
赤
が
結
成
し
た
マ
ン
シ
ュ
・
グ
ル
ン

　

Ｍ
ａ
ｎ
ｉ
ｕ
　
Ｇ
ｕ
ｒ
ｕ
ｎ
　
=
浦
珠
國
の
舷
態
を
眺
め
る
の
が
最
も
捷
径
で
あ
る
。
何
と
な

　
　
　

れ
ば
萬
暦
二
『
十
三
四
年
、
朝
鮮
の
南
部
主
簿
申
忠
一
が
浦
珠
國
の
最
初
の
駱
城
寧
古
塔
城
を
訪
れ
て
、
そ
の
建
州
紀
程
犀
記
（
　
　
　
　
　
　
4
1

　
　
　

鰍
雖
駄
賃
。
、
）
・
に
此
お
詳
細
々
報
告
姦
へ
こ
ｙ
曹
Ｉ
言
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｉ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｉ
ｆ

　
　
　
　

先
づ
そ
の
支
配
隷
属
限
係
を
考
察
し
よ
う
。
第
一
に
浦
珠
奴
爾
吟
赤
の
地
位
は
、
部
人
か
ら
王
孚
と
呼
ば
れ
「
今
則
王
子
統
卒
諸

　
　
　

胡
。
胱
令
進
退
」
と
言
は
れ
て
ゐ
る
。
更
に
朝
鮮
國
へ
の
回
帖
に
自
ら
「
女
直
國
建
州
衛
骨
炭
夷
人
之
主
９
　
奴
兄
吟
赤
」
と
揚
し
て

　
　
　

ゐ
る
・
‘
以
て
奴
爾
吟
赤
が
グ
ル
ン
の
代
表
者
、
最
高
の
支
配
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
れ
よ
う
。
然
ら
ば
第
二
に
、
奴
爾
恰
赤
と
酋
長

　
　
　

達
と
の
開
係
は
如
何
。

　
　
　
　

田

　

奴
酋
除
遼
東
地
方
近
處
。
其
催
北
東
京
三
四
日
程
内
各
部
落
酋
長
。
聚
居
於
城
中
【
に
作
】
匹
皺
四
）
。
動
兵
時
則
傅
箭
於
諸
酋
。

　
　
　
　
　
　

各
領
其
兵
。
軍
器
・
軍
糠
使
之
自
備
。
兵
之
多
寡
則
奴
酋
定
数
云
。

　
　
　
　

㈲

　

奴
酋
自
其
家
丿
南
向
大
吉
琥
里
路
一
日
程
。
北
向
如
許
路
一
日
程
。
各
設
一
堡
。
西
向
遼
東
路
一
日
程
。
設
十
堡
。
将
則
以

　
　
　
　
　
　

酋
長
之
在
城
中
者
定
逍
。
満
一
年
相
萱
。

　
　
　
　

圖

　

奴
貧
諸
将
一
百
五
４
　
催
。
…
…
皆
以
各
部
酋
長
篤
之
。
而
卒
居
於
城
中
。

　
　
　
　

右
の
引
用
文
中
川
の
「
除
遼
東
地
方
近
處
。
其
除
北
東
南
三
四
日
程
内
各
部
落
酋
長
」
と
あ
る
の
は
、
浦
珠
國
勢
力
下
の
殆
ど
仝

　
　
　

値
の
酋
長
を
意
味
し
た
も
の
だ
と
思
は
れ
る
。
何
と
な
れ
ば
「
三
四
日
程
内
」
と
は
極
め
て
漠
然
と
し
た
表
現
で
あ
る
け
れ
ど
、
寧

　
　
　

古
塔
臓
よ
り
三
四
日
程
内
の
地
域
を
指
し
た
も
の
だ
と
思
へ
る
以
上
、
こ
の
範
園
が
大
膿
奴
爾
吟
赤
の
部
衆
の
全
居
住
範
園
で
あ
っ

ぢ

　
　

た
と
考
へ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
面
ち
西
方
は
直
ち
に
明
の
過
諺
に
疸
っ
て
ゐ
る
か
ら
「
除
遼
東
地
方
近
處
」
と
言
へ
る
如
く
問
題

３－



々

外
で
あ
り
、
南
北
二
方
は
直
接
之
を
知
る
べ
き
手
掛
が
無
い
の
で
別
問
題
と
し
、
東
方
は
中
忠
一
の
圖
に
よ
り
彼
の
行
程
を
調
べ
る

と
、
十
二
月
二
大
二
日
彼
等
一
行
が
宿
泊
し
た
部
落
に
注
し
て
、
「
此
乃
建
州
初
部
落
」
と
言
っ
て
居
り
、
十
二
月
二
十
八
日
は
一
日

歩
ん
で
そ
の
日
に
寧
古
塔
城
に
着
い
て
ゐ
る
。
従
っ
て
東
端
の
奴
爾
吟
斉
の
部
落
は
察
古
塔
城
か
ら
足
掛
け
五
日
程
の
處
に
あ
っ
た

詳
と
な
る
。
「
三
四
日
程
内
」
と
言
ふ
の
と
此
の
足
掛
け
五
日
程
と
の
間
に
は
蔽
密
に
言
へ
ば
差
異
は
あ
る
が
づ
二
四
日
程
内
」
と
言

ふ
の
も
漢
然
と
し
た
表
現
で
あ
る
し
、
足
掛
け
五
日
程
と
言
ふ
の
も
使
節
一
行
の
急
が
ぬ
日
程
で
あ
る
し
、
両
者
は
殆
ど
合
致
せ
る

も
の
と
考
へ
て
間
逡
ひ
あ
る
ま
い
。
然
ら
ば
東
方
に
開
す
る
限
り
「
三
四
日
程
内
」
を
以
て
奴
爾
吟
赤
部
衆
の
住
居
限
界
だ
と
推
断

す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
更
に
こ
れ
は
寧
古
塔
城
の
次
に
満
珠
國
の
都
城
と
な
っ
た
赫
圖
阿
拉
威
の
場
合
で
あ
る
が
、
「
こ
れ
よ
り
今

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｓ
一
一
１
１
１
１
１

　

Ｉ

　

４

　

Ｉ
Ｉ

　

Ｉ
Ｉ

　
　

Ｉ
Ｉ
Ｓ

　
　

Ｉ

　

Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｋ

　

Ｓ

吾
ら
自
身
、
家
に
諮
り
な
ば
二
　
　
二
夜
泊
り
て
家
に
着
く
べ
し
。
吾
等
の
城
よ
り
彼
方
へ
端
の
塞
へ
は
、
ま
た
三
・
四
日
泊
り
て
着

い
｛
い
｝
Ｄ
Ｅ
昔
）
土
呈
例
も
や
・
・
赫
圖
阿
拉
城
か
ら
最
も
端
の
纂
ａ
カ
シ
ャ
ン
ま
で
は
三
四
日
程
あ
る
と
言
ふ
の
で
'
1
≪
l
る
・

奴
爾
吟
赤
は
か
Ｘ
る
範
園
内
忙
全
部
衆
を
集
め
住
ま
は
せ
る
の
を
方
針
と
し
て
ゐ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
も
あ
れ
、
此
等
の
賓

例
か
ら
寧
古
塔
城
を
中
心
に
略
々
三
四
日
程
内
が
、
全
部
衆
汽
居
住
範
園
で
あ
っ
た
と
考
へ
て
大
過
無
か
ら
う
と
思
は
れ
る
。
然
ら

ば
奴
爾
吟
赤
は
寧
古
塔
城
へ
國
内
の
殆
ど
全
酋
長
を
集
め
て
住
ま
は
せ
て
ゐ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
問
か
ら
此
等
の
酋
長
が
皆
将
領

で
あ
っ
た
こ
と
も
分
か
る
。
更
に
圃
と
開
か
ら
此
等
の
貧
長
を
完
全
に
隷
鳥
せ
し
め
直
感
の
将
領
と
。
し
て
順
使
し
て
ゐ
た
こ
と
が
知

れ
よ
う
。
第
三
に
此
の
奴
爾
吟
赤
に
直
感
し
た
酋
長
と
そ
の
部
人
＝
ジ
ュ
セ
ヱ
と
の
間
係
は
如
何
。
前
に
引
い
た
「
動
兵
時
則
傅
１
　

　
　
　
　
　
　
　

・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｉ

　
　
　
　
　
　
　
　

ｌ

　
　
　
　
　

／

於
諸
音
。
各
領
其
兵
。
軍
器

　

軍
狼
使
之
自
備
」
の
例
か
ら
酋
長
は
其
の
兵
を
領
し
て
ゐ
た
こ
と
が
分
か
る
。
更
に
「
奴
貧
於
各
處
部

落
例
置
屯
ｍ
。
使
其
部
酋
長
掌
治
噂
穫
。
因
置
其
部
」
と
言
ふ
例
か
ら
酋
長
は
、
北
ハ
の
管
下
の
部
落
で
農
耕
を
畳
む
人
を
支
配
し
て

ゐ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
農
耕
人
に
は
奴
僕
Ａ
ｈ
ａ
は
勿
論
の
こ
と
イ
ル
ゲ
ン
も
ゐ
た
に
違
ひ
た
い
。
然
ら
ば
酋
長
は
截
然
昔
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と
愛
ら
ね
開
係
に
於
い
て
、
管
下
ジ
ュ
セ
ｙ
（
或
は
こ
れ
を
細
分
し
て
ジ
Ｉ
七
で
イ
ル
ゲ
ン
）
を
隷
烏
せ
し
め
て
み
た
と
知
る
ぺ

　
　
　

き
で
あ
る
。
・
申
忠
一
の
圖
に
「
胡
家
４
　
Ｉ
坐
。
酋
胡
王
冗
可
」
と
か
「
胡
家
五
十
坐
。
酋
胡
童
時
羅
破
」
と
あ
る
の
は
、
そ
の
数
の

　
　
　

家
を
支
配
し
て
ゐ
る
酋
長
の
名
を
記
し
た
も
の
で
、
貧
長
が
管
下
ジ
ュ
セ
ン
を
支
配
隷
烏
せ
し
め
て
ゐ
た
こ
と
を
、
極
め
て
具
値
的

　
　
　

叫
示
し
て
ゐ
る
も
の
と
言
ひ
得
よ
う
。
故
に
満
珠
國
の
支
配
隷
烏
開
係
君
、
満
珠
國
を
代
表
す
る
總
支
配
者
と
し
て
痛
珠
奴
爾
吟
赤

　
　
　

が
君
臨
し
、
之
に
直
属
し
て
各
部
落
の
酋
長
が
居
り
、
更
に
そ
の
下
に
ジ
ュ
セ
ン
ａ
部
民
（
平
民
）
が
隷
烏
し
、
此
の
ジ
ュ
セ
ッ
が
全

　
　
　

部
合
し
て
満
珠
國
の
ジ
ュ
セ
ン
ー
國
民
（
平
民
）
と
な
っ
て
ゐ
た
こ
と
が
知
れ
よ
う
。

　
　
　
　

次
に
此
の
ジ
ュ
セ
ン
ａ
部
民
、
國
民
の
支
配
領
有
開
係
に
就
に
い
て
考
察
し
よ
う
。
先
づ
マ
。
ン
ジ
ュ
・
グ
ル
ン
よ

　
　
　

名
が
示
す
如
く
、
マ
ン
ジ
で
タ
ル
ハ
チ
＝
浦
珠
奴
爾
吟
赤
の
支
配
す
る
グ
ル
ン
の
意
で
あ
り
、
満
珠
の
領
有
す
る
グ
ル
ン
の
意
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

　
　
　

あ
る
。
而
し
て
グ
ル
ン
と
は
國
・
國
民
・
部
民
の
意
で
あ
り
、
土
地
と
共
に
人
を
も
意
味
す
る
。
故
に
マ
ン
ジ
ュ
ー
グ
ル
ン
と
は
「
マ

　
　

1
5

　
　
　

ン
ジ
ュ
の
支
配
領
有
せ
る
人
」
で
あ
り
、
「
マ
ン
シ
ュ
の
領
有
す
る
人
の
住
せ
し
土
地
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
賓
際
満
珠
奴
爾
吟
赤
が
漏
｀

　

一

　
　
　

珠
國
の
人
を
領
有
し
て
ゐ
た
こ
と
を
示
す
賓
例
は
、
奴
爾
吟
膏
が
常
書
・
納
有
布
の
二
人
を
罰
し
て
「
常
書
と
呼
ぶ
大
人
に
百
雨
の

　
　
　

罰
を
科
し
た
り
、
納
斉
布
と
呼
ぶ
大
人
に
治
め
よ
と
輿
へ
し
リ
予
セ
ン
を
皆
蓼
ひ
た
る
」
［
］
｀
四
さ
専
賓
ご

　
　
　

赤
が
一
定
の
事
情
に
よ
り
自
山
に
臣
下
ヘ
ジ
ュ
セ
ン
の
呉
奪
を
行
っ
て
ゐ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
が
、
反
面
奴
爾
吟
赤
が
ジ

　
　
　

ュ
セ
ン
の
最
高
領
有
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
鐙
擦
と
も
た
る
で
あ
ら
う
。
従
っ
て
奴
爾
喰
赤
に
直
属
せ
る
酋
長
―
将
領
が
支
配
し

　
　
　

て
ゐ
た
ジ
ュ
セ
″
た
る
も
の
も
、
仝
ジ
ュ
セ
ン
の
最
高
領
有
者
た
る
奴
爾
吟
赤
か
ら
「
治
め
よ
と
具
へ
」
ら
れ
た
性
質
の
も
の
で
あ

　
　
　

っ
た
に
逡
ひ
た
い
と
考
へ
ら
れ
る
。
故
に
彼
等
は
奴
爾
吟
赤
に
對
し
て
山
に
見
る
如
く
調
兵
の
義
務
を
も
持
つ
の
で
あ
る
。
果
し
て

ぢ

　

然
ら
ば
海
珠
國
の
’
ジ
ュ
セ
ン
＝
部
民
、
國
民
の
支
配
領
有
開
係
は
、
奴
爾
吟
赤
が
満
珠
國
の
代
表
者
支
配
者
で
あ
る
と
共
に
仝
ジ
ュ



お

　
　

セ
ン
＝
國
民
の
最
高
領
有
者
で
あ
り
、
こ
れ
に
直
腸
す
る
鮒
長
‥
将
領
は
奴
爾
吟
赤
か
ら
下
賜
さ
れ
た
管
下
ジ
ュ
セ
ン
‥
部
民
の
領

　
　
　

有
者
で
あ
り
、
更
に
共
の
下
へ
奴
僕
を
所
有
し
た
に
過
ぎ
ぬ
ジ
ュ
セ
ン
ａ
平
民
が
隷
属
す
る
と
言
っ
た
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か

　
　
　

る
・
而
し
て
特
に
満
珠
國
で
は
未
だ
土
地
所
有
の
観
念
が
狸
鐘
し
て
ゐ
な
い
時
で
あ
り
、
ジ
ュ
セ
ン
ロ
部
民
（
平
民
）
は
酋
長
に
取
っ

　
　
　

て
兵
・
食
を
生
む
人
的
資
源
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
も
の
で
あ
り
、
且
つ
グ
ル
ン
＝
國
、
國
民
の
語
が
示
す
通
り
人
と
人
の
住
む
土
地

　
　
　

と
が
同
覗
さ
れ
て
ゐ
た
時
で
あ
る
か
ら
、
管
下
ジ
ュ
セ
ン
を
典
へ
ら
れ
た
酋
長
＝
将
領
は
正
に
采
邑
保
持
者
と
も
見
倣
し
得
る
の
で

　
　
　

あ
り
Ｉ
、
調
兵
の
蓑
務
を
も
持
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
此
の
如
く
満
珠
國
の
統
治
支
配
型
態
は
狽
特
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の
組
織
を
持
つ

　
　
　

て
ゐ
た
こ
と
が
分
か
る
。
以
上
の
事
皆
は
浦
珠
國
を
一
種
の
封
建
制
國
家
と
し
て
特
徴
づ
け
る
に
充
分
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　

然
る
に
満
珠
國
に
は
更
に
注
意
す
べ
き
一
特
異
勘
が
あ
る
。
印
ち
奴
酋
（
奴
爾
吟
赤
し
と
小
河
（
舒
爾
９
　
赤
）
と
の
兄
弟
の
開
係
で
あ

　
　

‘

　
　
　

つ
て
、
彼
等
両
人
は
中
忠
一
の
報
告
に
よ
る
と
殆
ど
同
等
な
満
珠
國
の
君
主
的
地
位
に
あ
っ
た
と
思
は
れ
、
そ
の
鮎
か
ら
す
れ
ば
奴

　
　

Ｓ

　
　
　

爾
９
　
赤
は
満
珠
國
の
絶
對
的
な
君
主
で
は
な
か
っ
た
と
考
へ
ら
れ
る
鮎
で
あ
る
。
勿
論
奴
爾
９
　
赤
が
満
珠
國
の
代
表
的
支
配
者
で
あ

　
　

一

　
　
　

っ
た
こ
と
は
前
述
の
盾
り
で
あ
っ
て
、
そ
れ
だ
け
に
此
の
両
者
の
勢
力
に
も
皆
際
上
の
差
異
は
認
め
ら
れ
る
。

　
　
　
　

巾

　

刺
八
令
次
将
晩
者
等
二
十
餓
名
。
卒
胡
百
十
能
名
。
持
戦
馬
亘
匹
こ
栗
駝
十
頭
末
献
。
馬
六
十
匹
・
駝
六
頭
其
奴
貧
。
馬
四

　
　
　
　
　
　

十
匹
・
駝
四
頭
輿
小
酋
。

　
　
　
　

匂

　

小
酋
途
馬
三
匹
。
未
請
臣
等
。
騎
往
１
　
宴
。
凡
百
器
１
　
、
不
及
其
兄
遠
矣
。

　
　
　
　

開

　

奴
酋
諸
将
一
百
五
十
催
。
小
酋
諸
将
四
十
除
。
皆
以
各
部
酋
長
篤
之
。
而
率
居
於
城
中
。

　
　
　
　

右
の
如
く
雨
人
の
間
に
は
人
か
ら
の
待
遇
に
も
、
富
力
の
上
か
ら
も
、
賓
際
的
な
勢
力
上
に
も
若
干
の
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。
併

　
　
　

し
開
か
ら
其
の
数
の
上
に
差
こ
そ
あ
れ
、
小
酋
も
奴
酋
と
並
ん
で
貧
長
０
将
領
を
直
属
せ
し
め
て
居
り
、
従
っ
て
ジ
ユ
セ
ン
９
國
民



　
　
　

の
最
高
領
有
者
の
地
位
を
占
め
て
み
た
事
が
分
か
る
・
故
に
國
内
で
用
人
は
殆
ど
同
等
の
待
遇
を
受
け
、
同
等
に
振
舞
っ
て
ゐ
る
。

　
　
　
　

田

　

臣
以
賓
去
盤
纒
・
銅
燎
口
二
・
匙
二
十
枚
・
箸
二
十
雙
・
紙
束
・
魚
物
等
。
言
于
馬
臣
曰
。
…
…
欲
奉
于
都
督
。
此
意
何
如
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

’

　
　

一
●
●
●
●
●

　
　

●
●
●
●
●
一
ｓ

　
　

●
Ｉ
●
一

　
　
　
　
　
　

馬
臣
曰
不
妨
事
。
臣
印
令
馬
臣
、
澄
于
奴
酋
兄
弟
。
奴
酋
兄
修
皆
受
之
。
而
多
謝
云
。

　
　
　
　

開

　

か
か
ら
か
ヽ
逡
馬
臣
・
恪
羊
才
。
逐
日
朝
夕
来
問
。
如
有
訣
乏
事
。
隨
即
探
来
「
（
詰
Ｅ
認
）

　
　
　
　

同

　

奴
酋
兄
弟
則
於
南
行
東
偶
地
上
・
向
西
北
坐
黒
漆
倚

‘ 子
・
゛
（
四
　
　
－
の
）

　
　
　
　

㈲

　

臣
言
于
歪
乃
・
恪
羊
才
曰
。
我
以
満
浦
軍
官
。
只
持
文
１
　
往
復
而
已
。
有
何
勾
幹
。
胃
此
雨
都
督
重
破
。
分
限
家
丁
。
尤
極

　
　
　
　
　
　

未
安
。
承
領
無
名
。
情
願
返
璧
。
歪
乃
・
侈
羊
才
、
各
将
臣
意
。
分
告
所
酋
。
雨
酋
云
。
前
者
馬
臣
等
…
…

　
　
　
　

圈

　

前
日
馬
’
臣
・
９
　
羊
才
、
満
洲
所
受
賞
物
。
査
篤
奴
酋
兄
弟
所
奪
。

　
　
　
　

以
上
の
如
き
顛
態
で
あ
っ
た
か
ら
、
小
酋
も
奴
酋
と
對
等
者
な
り
と
自
党
し
‘
そ
の
如
く
振
舞
ひ
且
つ
そ
れ
と
公
言
も
し
て
ゐ
’
る
。

　
　
　
　

佃

　

諸
将
進
達
於
奴
酋
時
。
皆
脆
耳
掩
。
舞
時
亦
脆
。
唯
小
酋
不
脆
。

　
　
　
　

師
小
酋
逍
恪
羊
才
、
請
臣
曰
。
軍
官
不
但
鴬
兄
而
来
。
我
亦
富
接
待
。

　
　
　
　

圓

　

小
酋
言
。
日
後
伶
貪
使
若
有
逍
腫
。
則
不
可
高
下
於
我
兄
弟
云
。

　
　
　
　

以
上
の
如
き
諸
鮎
か
ら
次
の
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
即
ち
奴
爾
吟
赤
は
滞
珠
國
の
代
表
的
な
支
配
者
で
あ
っ
た
だ
け
に
、

　
　
　

舒
爾
恰
赤
と
比
べ
て
資
際
的
勢
力
の
上
に
若
干
の
優
越
性
を
持
っ
て
は
居
た
が
、
彼
等
兄
弟
雨
人
は
各
々
酋
長
＝
将
領
を
直
腸
せ
し

　
　
　

め
て
ジ
ユ
セ
ン
ー
國
民
の
最
高
領
有
者
と
な
っ
て
居
り
、
殆
ど
對
等
な
國
家
的
地
位
を
占
め
最
高
統
治
者
と
し
て
満
珠
國
に
君
臨
し

　
　
　

て
ゐ
た
事
で
あ
る
。
従
っ
て
営
初
の
満
珠
國
の
統
治
型
態
は
二
巨
頭
制
と
も
俗
し
得
べ
き
も
の
で
あ
り
。
國
家
内
部
に
於
い
て
既
に

リ

　

成
長
匯
逢
し
て
ゐ
た
封
建
制
的
様
相
と
併
せ
考
へ
れ
ば
、
誠
に
僻
態
的
な
國
家
組
織
で
あ
っ
た
と
言
は
ね
ば
た
ら
た
い
。
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然
る
に
此
の
瀾
珠
國
の
國
家
組
織
は
そ
の
後
更
に
愛
化
を
見
た
や
う
で
あ
る
。
帥
ち
満
文
老
椋
の
所
謂
族
籍
表
（
正
し
く
は
救
書

配
営
表
）
は
萬
暦
三
十
八
年
に
於
け
る
満
珠
國
の
國
家
組
織
を
次
の
如
く
示
し
て
ゐ
る
。
便
宜
上
私
案
を
加
へ
て
表
示
す
る
。

第

　

一

　

族
（
Ｍ
ｕ
ｋ
ｕ
ｎ
）

　
　

族
長

　

奴

　

爾

　

吟

　

赤

満

　

珠

　

國

胤

　

都

　

命

　

汗

（
奴

　

爾

　

唸

　

赤
）

第

　

二

　

族

　
　

族
長

　

糟

英

第

　

三

　

族

　
　

族
長

　

舒

　

爾

　

吟

　

赤

第

　　

第

　

第

一t‥‥‥‥

　　　　

二

　

一

部
（
Ｔ
ａ
ｔ
ａ
ｎ
）

部部

第

　

第

　

第

　　　　

十
一

　　

一一

　　　　

一

部

　

部

　

部

第

十

一
一

部

¬

第

　

第

　

第

　　　　

十

一

　　

一一

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

一

部

　

部

　

部

第

　

十

　

一

　

部

第

　

十

　

二

　

部

　

各
部
（
Ｔ
ａ
ｔ
ａ
ｎ
）
は
更
に
約
十
個
の
小
團
値
か
ら
な
っ
て
ゐ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
印
ち
常
時
の
満
珠
國
は
金
國
家
が
奴
爾
吟
赤
・
袴

』
英
・
舒
爾
吟
赤
の
三
人
に
よ
っ
て
三
分
さ
れ
、
分
轄
統
治
を
受
け
て
ゐ
た
の
で
あ
・
る
。
そ
の
各
々
は
族
（
Ｍ
ｕ
ｋ
ｕ
ｎ
）
と
孵
せ
ら
れ
、

18

ここら

　

→



り

三
族
が
合
し
て
浦
珠
國
家
を
組
織
し
て
ゐ
た
の
ヽ
で
あ
る
。
故
に
浦
珠
國
は
、
奴
爾
吟
赤
に
よ
っ
て
鸞
際
上
は
代
表
的
に
支
配
せ
ら
れ

て
ゐ
た
と
は
い
へ
ヽ
ジ
ュ
セ
ン
ー
國
民
の
隷
属
系
栽
は
三
分
さ
れ
て
ゐ
て
、
各
族
長
が
そ
の
最
高
１
　
有
曹
と
な
り
満
珠
國
に
君
臨
し

て
ゐ
た
譚
で
あ
る
。
従
っ
て
営
時
遅
く
と
も
萬
暦
三
十
八
年
頃
に
於
る
満
珠
國
の
資
際
の
統
治
型
態
は
三
亘
頭
制
と
搦
し
得
る
の
で

あ
る
。

　

満
珠
國
は
右
の
如
く
初
め
二
耳
頭
制
で
あ
り
、
後
に
三
互
頭
制
に
愛
っ
て
ゐ
る
。
而
も
其
等
巨
頭
は
初
め
奴
爾
吟
赤
・
舒
爾
喰
赤

の
兄
弟
二
人
で
あ
り
、
後
に
奴
爾
喰
赤
の
長
子
精
英
を
加
へ
た
兄
弟
親
子
三
人
で
あ
る
。
此
の
血
縁
の
二
人
或
は
三
人
が
前
後
に
全

國
家
を
二
分
或
は
三
分
し
て
各
分
を
族
M
ｕ
ｋ
ｕ
ｎ
と
搦
し
た
の
で
あ
る
。
此
の
事
は
一
膿
何
を
物
語
る
の
で
あ
ら
う
か
。
蓋
し
國
家

或
は
國
民
を
此
の
如
く
分
配
し
て
行
っ
た
理
由
は
、
國
家
が
海
珠
國
を
創
建
し
た
奴
爾
喰
赤
の
氏
族
全
醒
の
財
産
な
り
と
す
る
氏
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

制
的
壮
観
念
に
基
い
た
も
の
で
あ
ら
う
。
こ
れ
を
三
分
し
て
各
々
を
族
ぼ
沁
冒
と
搦
じ
て
ゐ
る
の
も
氏
族
制
的
な
観
念
の
名
残
を

　
　

1
9

表
は
し
た
も
の
に
這
ひ
な
い
と
思
は
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

　

か
く
見
来
れ
ば
満
珠
國
は
賓
質
上
國
家
内
部
に
於
い
て
封
建
國
家
と
し
て
成
長
し
っ
よ

會
の
名
残
り
を
留
め
た
・
愛
態
的
な
國
家
で
あ
り
、
正
に
封
建
結
合
醍
的
族
制
國
家
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
奇
態
な
國
家
で
渚
っ
た
こ
と
が

分
る
。
特
に
ジ
ュ
セ
ン
＝
國
民
の
支
配
隷
属
系
統
が
分
裂
し
て
ゐ
る
鮎
は
、
國
勢
の
統
一
を
・
頗
る
阻
碍
し
易
い
傾
向
に
あ
っ
た
で
あ

ら
う
。
而
も
こ
れ
を
分
裂
せ
し
め
て
ゐ
る
族
長
間
に
於
い
て
互
に
協
調
が
伏
ち
得
な
く
た
っ
た
場
合
に
は
、
如
何
に
。
仝
國
力
を
統
一

し
難
か
っ
た
で
あ
ら
う
か
は
想
像
に
難
く
あ
る
ま
い
。
現
に
奴
爾
吟
赤
は
對
明
抗
季
を
決
意
し
・
、
楷
英
は
對
明
和
平
論
者
で
あ
る
。

奴
爾
喰
赤
は
満
珠
國
の
統
一
勢
力
を
望
み
、
舒
爾
吟
赤
は
分
離
濁
立
を
願
っ
て
ゐ
る
。
か
く
て
は
満
珠
國
の
國
勢
統
一
な
ど
は
望
み

も
得
な
い
所
で
あ
ら
う
。
然
る
に
奴
爾
吟
赤
の
遼
東
硬
展
の
た
め
に
は
、
如
何
に
し
て
も
國
勢
の
統
一
は
果
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
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こ
で
奴
爾
吟
赤
は
ジ
１
７
セ
ン
＝
國
民
の
支
配
隷
属
系
統
を
統
一
す
る
た
め
に
、
舒
爾
吟
赤
・
緒
英
等
の
他
の
族
長
達
を
詫
し
て
行
っ

て
殿
會
的
な
革
命
を
断
行
し
、
こ
ｘ
に
萬
暦
四
十
三
年
八
旗
制
を
創
設
す
る
こ
と
ｘ
な
っ
た
の
で
あ
る
。
八
旗
制
は
天
命
七
年
三
月

完
成
せ
ら
れ
た
型
と
な
り
、
國
家
の
最
上
級
の
領
主
と
し
て
奴
両
吟
赤
が
君
臨
し
、
そ
れ
に
直
感
し
て
最
上
級
の
采
邑
保
持
者
と
し

て
の
八
固
山
貝
勒
が
あ
り
、
更
に
此
れ
に
ジ
ュ
セ
ン
そ
の
他
が
種
々
の
階
級
の
封
建
臣
下
と
し
ズ
隷
感
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が

即
ち
封
建
國
家
後
金
國
の
其
の
姿
で
あ
る
。

　

賓
に
ジ
ュ
セ
ン
＝
部
民
の
ア
イ
マ
ン
ｋ
於
け
る
隷
属
則
係
が
そ
の
ま
ｘ
に
移
行
し
て
、
満
珠
國
の
各
族
ぼ
粂
ｇ
内
に
於
け
る
隷

属
開
係
と
な
り
、
封
建
結
合
膿
的
族
制
國
家
を
構
成
せ
し
め
た
が
、
更
に
ジ
ュ
セ
ン
‥
‥
‥
い
國
民
の
隷
属
系
統
を
整
調
統
一
す
る
た
め

に
、
奴
爾
吟
赤
に
よ
る
他
の
二
族
長
の
打
倒
が
行
は
れ
、
や
が
て
完
全
た
る
封
建
國
家
た
る
後
金
國
を
産
む
の
結
果
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。
殊
に
此
の
ジ
ュ
セ
ン
が
海
珠
國
に
於
い
て
は
、
そ
の
兵
・
食
を
生
む
人
的
資
源
と
し
’
て
、
封
建
國
家
に
於
け
る
封
土
采
邑
に

代
る
も
の
で
あ
っ
た
鮎
は
注
意
を
要
す
る
。
故
に
こ
の
勘
よ
り
し
て
ジ
ュ
セ
ン
の
存
在
は
封
建
制
を
産
み
出
す
重
要
な
一
要
素
で
あ

っ
た
と
言
ひ
得
よ
う
。
所
が
封
建
國
家
と
な
っ
て
、
奴
爾
吟
赤
が
仝
ジ
ュ
セ
ン
の
最
高
領
有
者
と
な
る
や
、
既
述
０
　
如
く
下
級
の
ジ

ュ
セ
ン
は
奴
僕
・
戟
書
等
と
共
に
、
賞
賜
刑
罰
の
對
象
物
と
せ
ら
れ
、
給
具
取
奪
さ
れ
る
個
人
的
な
所
有
物
と
な
り
下
が
り
、
や
が

て
ジ
ュ
セ
ン
な
る
語
は
奴
僕
ｙ
ｌ
と
殆
ど
同
義
語
に
使
用
さ
れ
る
に
至
る
ま
で
、
憐
れ
な
忿
態
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

「
ジ
ュ
セ
ン
」
が
女
真
人
（
女
其
族
）
１
部
民
（
平
民
）
―
‐
－
武
人
（
國
民
軍
）
―
手
下
（
個
人
的
所
有
の
隷
易
者
）
そ
れ
か
ら
奴
僕

の
義
に
と
韓
化
し
て
行
っ
た
過
程
を
通
じ
て
、
ジ
ュ
セ
ン
が
氏
族
制
殿
會
を
崩
壊
せ
し
め
る
促
進
的
要
素
と
な
っ
て
居
り
、
更
に
そ

の
殿
會
を
封
建
的
な
國
家
穀
會
へ
と
移
行
せ
し
め
る
一
要
素
と
な
っ
て
ゐ
た
こ
と
が
見
ら
れ
る
鮎
、
印
ち
大
胆
勃
興
時
代
に
於
る
満

洲
の
計
會
忿
態
、
統
治
型
態
の
便
化
過
程
が
「
ジ
｛
セ
ン
｝
に
投
影
さ
れ
て
ゐ
る
靴
一
は
面
白
い
。
（
昭
和
十
四
・
九
・
七
）
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